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予
備
試
験
制
度
の
具
体
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

司
法
試
験
関
連
事
項
の
決
定
権
に
つ
い
て

司
法
試
験
委
員
会
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
項
が
審
議
さ
れ
て
お
り
、
新
旧
司
法
試
験
の
合
格
者
数
の
在
り
方
に
つ
い

て
は
相
当
の
審
議
が
進
ん
で
い
る
一
方
、
予
備
試
験
制
度
の
内
容
詳
細
に
つ
い
て
は
審
議
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま

ず
、
こ
れ
ら
の
審
議
事
項
に
つ
い
て
、
誰
が
最
終
判
断
権
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

よ
っ
て
質
問
す
る
。

（
一
）

司
法
試
験
委
員
会
の
審
議
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
合
格
者
総
予
定
数
や
新
旧
司
法
試
験
の
合
格

者
予
定
数
の
内
訳
な
ど
で
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
予
備
試
験
の
合
格
者
予
定
数
を
含
め

て
、
司
法
試
験
委
員
会
の
審
議
内
容
が
最
終
判
断
と
な
る
の
か
。

（
二
）

司
法
試
験
委
員
会
は
、
平
成
十
六
年
か
ら
そ
の
所
掌
事
務
が
変
更
さ
れ
、
審
議
会
の
性
格
を
強
め
、
法
務
大
臣
に

試
験
範
囲
や
省
令
案
等
の
提
言
・
勧
告
を
行
う
役
割
が
そ
の
中
心
的
任
務
に
な
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
新
旧
司
法
試
験

の
合
格
者
数
や
そ
の
推
移
な
ど
、
司
法
試
験
に
関
す
る
一
切
の
決
定
は
法
務
大
臣
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。

（
三
）

司
法
試
験
に
お
い
て
出
題
す
る
選
択
科
目
を
何
に
す
る
か
、
各
科
目
の
出
題
範
囲
を
ど
こ
ま
で
と
す
る
か
、
ま
た

一



司
法
試
験
・
予
備
試
験
に
お
い
て
誰
を
合
格
者
と
す
る
か
は
、
専
門
技
術
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
司
法
試
験
委
員
会
に
決
定
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
司
法
試
験
法
第
六
条
、
同
八
条
）
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
最
終
判
断
を
行
う
べ
き
機
関
が
ど
こ
か
は
、
判
断
事
項
ご
と
に
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

司
法
試
験
に
関
す
る
判
断
事
項
の
う
ち
、
国
民
生
活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事
項
は
、
法
務
大
臣
で
は
な
く
国

会
の
専
権
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
憲
法
が
国
会
を
「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
で
あ
る
（
憲
法
第
四

十
一
条
）
と
し
て
い
る
の
は
、
国
民
の
権
利
を
制
限
し
、
ま
た
義
務
を
課
す
る
内
容
の
ル
ー
ル
は
、
民
主
的
過
程
を

経
た
国
会
で
し
か
定
め
得
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
新
旧
司
法
試
験
や
予
備
試
験
の
合

格
者
数
の
よ
う
に
、
国
民
の
生
活
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
問
題
は
、
国
会
で
の
専
権
的
判
断
事
項
と
す
る
か
、
少

な
く
と
も
国
会
で
の
議
論
を
適
正
に
反
映
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
四
）

と
り
わ
け
、
予
備
試
験
制
度
を
は
じ
め
て
実
施
す
る
際
に
、
そ
の
合
格
者
を
何
人
と
す
る
か
は
、
法
曹
志
望
者
で

あ
る
国
民
の
職
業
選
択
に
関
わ
る
重
要
事
項
で
あ
り
、
国
会
の
判
断
に
委
ね
る
か
、
少
な
く
と
も
国
会
に
よ
る
議
論

を
積
む
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
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二

予
備
試
験
に
つ
い
て

予
備
試
験
は
平
成
二
十
三
年
か
ら
行
わ
れ
る
。
こ
の
予
備
試
験
は
、
法
科
大
学
院
修
了
者
と
同
等
の
学
識
及
び
そ
の
応
用

能
力
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
短
答
式
及
び
論
文

式
に
よ
る
筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
、
筆
記
と
口
述
の
試
験
科
目
と
し
て
何
を
課
す
る
か
等
が
司
法
試
験
法

第
五
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
内
容
詳
細
は
、
関
係
機
関
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
質
問
す
る
。

（
一
）

予
備
試
験
合
格
者
数
を
は
じ
め
、
一
般
教
養
科
目
や
法
律
実
務
基
礎
科
目
等
の
内
容
、
ま
た
サ
ン
プ
ル
問
題
発
表

の
有
無
、
プ
レ
テ
ス
ト
の
実
施
の
有
無
な
ど
、
司
法
試
験
法
に
定
め
る
以
上
の
予
備
試
験
の
内
容
詳
細
に
関
す
る
進

捗
状
況
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
ど
の
程
度
決
定
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
何
を
い
つ
ま
で
に
決
定
し
、
公
表
す
る
予
定

で
い
る
か
。

（
二
）
後
述
�
�
に
紹
介
し
た
司
法
試
験
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
、
法
科
大
学
院
ル
ー
ト
を
通
じ
た
法
曹
養
成
制
度

は
、
従
来
な
み
に
法
曹
の
質
を
維
持
で
き
る
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
法
科
大
学
院

三



に
お
け
る
人
的
な
教
育
ス
キ
ル
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
公
平
性
・
公
開
性
・
多
様
性
を
旨
と
し
な
が
ら
も
、
社
会
人

や
他
学
部
か
ら
の
法
曹
志
望
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
優
秀
な
人
材
が
経
済
的
理
由
で
他
分
野
へ
流
出
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ま
ま
、
平
成
二
十
二
年
に
旧
司
法
試
験
が
実
質
上
終
了
し
、
新
司
法
試
験
一
本
に
な
る
と
す
る

と
、
法
曹
の
質
の
低
下
が
国
民
生
活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
予
備
試
験
合
格
者
人
数
を
何

人
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

司
法
修
習
生
へ
の
導
入
教
育
か
ら
み
た
法
科
大
学
院
教
育
の
現
状

第
三
十
四
回
司
法
試
験
委
員
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
新
六
十
期
の
司
法
修
習
生
へ
の
導
入
研
修
が
、
新
司

法
試
験
初
年
度
（
平
成
十
八
年
度
）
の
合
格
者
に
対
し
て
、
平
成
十
八
年
十
一
月
末
か
ら
四
週
間
行
わ
れ
た
。
そ

の
印
象
が
第
三
十
四
回
司
法
試
験
委
員
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
概
要
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
新
司
法
試
験
合
格
者
の
特
徴

と
し
て
、
多
く
の
教
官
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

ア

口
頭
で
の
表
現
能
力
に
つ
い
て
は
、
や
り
取
り
に
は
か
な
り
な
れ
て
い
る
も
の
の
、
発
言
内
容
が
的
を
射
て

い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

イ

全
般
的
に
実
体
法
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
。
知
識
不
足
で
は
な
く
理
解
不
足
で
あ
り
、
実
体
法
を
事
案
に

四



あ
て
は
め
て
法
的
な
思
考
を
す
る
能
力
が
足
り
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
実
体
法
の
理
解
不
足
が
目
立
つ
。

ウ

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
出
席
し
た
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
実
務
と
の
架
橋
を
意
識
し
た
教
育
を

具
体
的
に
ど
う
進
め
る
か
は
ま
だ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
考
え
方
は
確
立
さ
れ
た
り
、
認
識
が
共
通
さ
れ
て
い
な
い

部
分
が
あ
る
が
、
長
期
的
に
克
服
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

�

社
会
人
入
学
者
数
か
ら
み
た
法
科
大
学
院
の
現
状

社
会
人
の
法
科
大
学
院
入
学
者
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
各
法
科
大
学
院
で
は
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

有
す
る
人
材
、
ま
た
優
秀
な
人
材
を
法
曹
の
世
界
に
受
け
入
れ
る
目
的
で
、
社
会
人
入
学
を
推
進
し
て
き
て
い
る

が
、
そ
の
人
数
比
は
、
初
年
度
（
平
成
十
六
年
度
）
で
は
四
十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に

減
っ
て
き
て
お
り
、
平
成
十
八
年
度
に
は
三
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
三
分
の
一
に
な
っ
て
い
る
。

ア

委
員
会
に
出
席
し
た
法
科
大
学
院
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
新
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
三
千
人
と
す
る
こ
と

が
、
法
科
大
学
院
に
対
す
る
社
会
人
の
受
け
入
れ
策
に
な
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
人
が
法
曹

を
目
指
す
際
の
最
大
の
障
害
は
、
法
科
大
学
院
の
学
費
と
生
活
費
の
問
題
で
あ
り
、
合
格
者
数
を
三
千
人
と
し

て
も
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
委
員
長
の
指
摘
が
的
を
射
て
い
る
。

五



イ

同
じ
く
法
科
大
学
院
関
係
者
の
意
見
と
し
て
、
専
門
職
大
学
院
で
社
会
人
に
門
戸
を
開
い
た
と
き
、
運
用
の

最
初
の
年
に
数
的
に
も
質
的
に
も
優
秀
な
社
会
人
の
方
が
来
る
傾
向
に
あ
る
が
、
最
近
の
社
会
人
入
学
生
の
減

り
方
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
三
）

予
備
試
験
合
格
人
数
の
具
体
的
な
数
値
と
し
て
、
以
下
の
理
由
か
ら
五
百
人
を
提
案
し
た
い
が
ど
う
か
。

�

旧
司
法
試
験
で
は
従
来
か
ら
五
百
人
程
度
の
合
格
者
を
輩
出
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
数
値
は
門
戸
を
広
く
開
放

し
て
い
る
こ
と
の
目
安
と
し
て
社
会
的
な
理
解
を
得
や
す
い
こ
と
。
旧
司
法
試
験
で
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
五
百

八
人
の
合
格
者
を
出
し
て
以
降
、
昭
和
五
十
年
代
後
半
に
四
百
五
十
人
前
後
に
減
ら
し
な
が
ら
、
平
成
二
年
ま

で
、
五
百
人
前
後
の
合
格
者
を
輩
出
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
間
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
仕

事
を
続
け
な
が
ら
、
苦
学
の
す
え
受
験
勉
強
を
進
め
て
最
終
合
格
を
勝
ち
取
っ
て
活
躍
し
て
い
る
法
曹
は
数
多
く

い
る
。
法
科
大
学
院
に
進
学
で
き
な
い
環
境
に
あ
る
人
に
相
当
の
チ
ャ
ン
ス
を
確
保
す
る
目
安
と
し
て
五
百
人
程

度
の
合
格
者
が
望
ま
し
い
。

�

法
科
大
学
院
の
新
修
了
生
数
と
の
対
比
で
、
合
格
率
に
十
倍
以
上
の
開
き
が
生
じ
る
こ
と
は
公
平
で
は
な
い
こ

と
。
す
な
わ
ち
、
法
科
大
学
院
か
ら
は
、
毎
年
約
五
千
人
前
後
の
新
修
了
生
が
生
ま
れ
て
い
く
一
方
で
、
仮
に
予
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備
試
験
ル
ー
ト
か
ら
の
受
験
者
が
五
百
人
を
割
る
な
ら
ば
、
法
科
大
学
院
ル
ー
ト
は
予
備
試
験
ル
ー
ト
の
十
倍
以

上
に
構
成
比
が
開
く
。
経
済
的
理
由
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
格
差
を
生
む
こ
と
は
、
職
業
選
択
や
平
等
的
取
扱

い
の
観
点
か
ら
も
適
切
で
は
な
い
。

※

伊
藤
塾
で
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
法
曹
を
志
望
し
な
が
ら
経
済
的
理
由
か
ら
法
科
大
学
院
に
進

学
で
き
な
い
人
の
割
合
は
六
百
二
十
九
人
中
百
二
十
八
人
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

人
々
を
救
済
す
る
各
種
の
支
援
制
度
が
現
時
点
で
十
分
に
整
っ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
予
備
試
験
合
格
者
と
し

て
五
百
人
程
度
を
輩
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
四
）

新
司
法
試
験
考
査
委
員
に
よ
る
問
題
漏
洩
疑
惑
に
よ
っ
て
、
新
司
法
試
験
制
度
の
信
用
性
が
揺
ら
い
で
い
る
。

（
九
）
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
予
備
試
験
合
格
者
数
と
関
連
付
け
て
解
決
す
べ
き
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
不
正
な
い
し
不
正
と
疑
わ
れ
る
行
為
が
起
き
た
と
考
え
る
か
。

○

平
成
十
九
年
六
月
二
十
三
日
讀
賣
新
聞
朝
刊
に
よ
れ
ば
、
司
法
試
験
考
査
委
員
で
あ
る
慶
応
大
学
法
科
大
学
院

の
植
村
栄
治
教
授
（
行
政
法
）
が
、
今
年
二
〜
三
月
に
答
案
練
習
会
を
七
回
開
き
、
毎
回
、
百
五
十
〜
百
七
十
人

の
学
生
に
対
し
、
「
行
政
処
分
の
執
行
停
止
」
な
ど
の
論
点
を
説
明
し
た
ほ
か
、
「
試
験
の
参
考
に
な
る
よ
う
送

七



り
ま
す
」
と
記
述
し
た
上
で
、
「
外
国
人
の
退
去
強
制
処
分
」
な
ど
に
関
す
る
六
本
の
判
例
を
学
生
に
一
斉
メ
ー

ル
で
紹
介
し
た
ほ
か
、
「
論
文
を
再
現
し
て
送
っ
て
く
れ
れ
ば
、
採
点
し
て
あ
げ
る
」
と
の
内
容
の
一
斉
メ
ー
ル

も
送
信
し
て
い
た
。
五
月
中
旬
に
実
施
さ
れ
た
新
司
法
試
験
の
論
文
式
試
験
で
は
、
行
政
法
分
野
で
、
外
国
人
の

退
去
強
制
処
分
の
事
例
を
も
と
に
処
分
の
執
行
停
止
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
問
題
が
出
さ
れ
た
。

（
五
）

こ
の
よ
う
な
不
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
法
曹
養
成
制
度
の
信
頼
性
が
根
本
的
に
失
わ
れ
る
。
そ
う

な
れ
ば
何
ら
か
の
抜
本
的
な
改
革
を
し
な
い
と
優
秀
な
人
材
が
制
度
を
信
頼
し
て
集
ま
っ
て
こ
な
く
な
る
。
こ
れ

は
、
法
曹
の
質
を
維
持
し
、
国
民
に
良
質
の
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
る
意
味
で
、
日
本
の
司
法
制
度
の
根
本
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
六
）

こ
の
よ
う
な
不
正
を
防
止
し
、
新
司
法
試
験
の
公
正
を
担
保
す
る
た
め
の
具
体
的
施
策
の
進
捗
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
。

（
七
）

こ
の
問
題
は
、
所
属
す
る
法
科
大
学
院
の
合
格
者
数
を
増
や
そ
う
と
す
る
大
学
院
教
授
の
立
場
と
、
公
正
で
あ
る

べ
き
考
査
委
員
の
立
場
と
を
兼
務
す
る
こ
と
が
、
問
題
の
漏
洩
等
、
不
正
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ

り
、
そ
れ
を
防
ぐ
ル
ー
ル
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

八



（
八
）
こ
の
件
を
解
決
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
、
考
査
委
員
は
そ
の
在
任
中
に
、
法
科
大
学
院
教
員
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。

（
九
）

規
制
緩
和
論
に
基
づ
い
て
初
年
度
六
十
八
大
学
に
法
科
大
学
院
の
設
置
が
認
め
ら
れ
、
各
法
科
大
学
院
で
は
、
合

格
者
数
、
合
格
者
率
に
お
い
て
激
し
い
競
争
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
ス
キ
ル
が
人
的
に
未

だ
成
熟
段
階
に
達
し
て
い
な
い
中
で
競
争
に
晒
さ
れ
た
こ
と
に
、
こ
の
問
題
の
構
造
的
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

（
十
）

そ
の
よ
う
な
構
造
的
問
題
を
解
決
し
な
い
状
態
で
は
、
優
秀
な
人
材
が
制
度
を
信
頼
し
て
集
ま
っ
て
こ
な
く
な

り
、
法
曹
の
質
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
当
面
は
、
予
備
試
験
ル
ー
ト
を
あ
る
程
度
、
広
い
バ

イ
パ
ス
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
、
法
曹
の
質
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

三

新
旧
司
法
試
験
の
合
格
者
内
訳
に
関
す
る
審
議
内
容
の
妥
当
性

司
法
試
験
委
員
会
の
審
議
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
新
旧
司
法
試
験
の
合
格
者
総
数
を
三
千
人
と
し
、
そ

の
う
ち
旧
試
験
合
格
者
数
を
五
十
か
ら
六
十
人
と
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
新
試
験
合

格
者
の
増
や
し
方
が
今
後
の
議
論
と
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
四
回
司
法
試
験
委
員
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
。

九



こ
れ
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
一
）

新
旧
試
験
合
格
者
数
を
、
い
つ
ま
で
に
、
ど
の
割
合
で
増
減
さ
せ
る
か
は
、
司
法
制
度
改
革
に
お
け
る
法
曹
養
成

の
理
念
で
あ
る
公
平
性
、
開
放
性
、
多
様
性
を
旨
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
法
曹
の
質
を
維
持
し
、
国
民
が
質
の
高

い
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
関
わ
る
意
味
で
、
国
民
生
活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事
項

で
あ
り
、
国
会
で
の
議
論
を
適
正
に
反
映
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
二
）

先
に
述
べ
た
よ
う
な
法
科
大
学
院
教
育
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
旧
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
平
成
二
十
二
年
に
五

十
か
ら
六
十
人
に
減
ら
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
法
科
大
学
院
ル
ー
ト
で
の
法
曹
養
成
教
育
シ
ス
テ
ム
が
一
定
の

成
熟
段
階
に
達
す
る
ま
で
は
、
旧
試
験
の
合
格
者
数
に
つ
い
て
、
当
面
の
間
は
、
最
低
、
今
年
度
（
平
成
十
九
年

度
）
レ
ベ
ル
の
三
百
人
は
維
持
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


